
非特定用途の建物
(床面積2,000㎡以上)

※車庫や物置等の附属建築物は床面積の算定対象に含まれません。

特定用途の建物
(床面積1,000㎡以上)

上記以外の用途のもので、住宅、学校、図書館、寄宿舎、寺院 等

　劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結
婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイ
トクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、
事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場、共同住宅(マンション、アパート等)
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